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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワイヤレス通信ネットワークの基地局におけるユーザ・プレーンからの制御プレーンの
キャリア・アグリゲーション・ベースの分離の方法であって、前記基地局は、ユーザ機器
との通信接続をそれぞれセットアップするように構成されたマクロ基地局とピコ基地局と
を含む方法において、
　ａ．一次サービス・セルと、二次サービス・セルとして、それぞれ、前記マクロ基地局
と、前記ピコ基地局とを構成するステップと、
　ｂ．前記マクロ基地局の上のスケジューリング許可を通じて送信されるべき第１のＭＡ
Ｃ　ＣＥ信号よりも制御信号を優先するステップと、
　ｃ．ステップｂにおいて、前記制御信号が送信された後の前記マクロ基地局の上の残り
のスケジューリング許可が、前記第１のＭＡＣ　ＣＥ信号にとって使用可能である場合、
前記マクロ基地局が、前記第１のＭＡＣ　ＣＥ信号を送信するステップと、そうでない場
合に、前記マクロ基地局が、前記ピコ基地局に対して前記第１のＭＡＣ　ＣＥ信号を送信
するステップと、
　ｄ．前記ピコ基地局の上のスケジューリング許可を通じて送信されるべきデータ部分よ
りも前記第１のＭＡＣ　ＣＥ信号を優先するステップと
を含む方法。
【請求項２】
　前記ステップｃにおいて、前記制御信号と、前記第１のＭＡＣ　ＣＥ信号とが送信され
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た後の前記マクロ基地局の上の残りのスケジューリング許可が使用可能である場合、前記
残りのスケジューリング許可において前記データ部分が送信され、かつ／または冗長部分
が満たされる、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第１のＭＡＣ　ＣＥ信号は、二次サービス・セルのアクティブ化／非アクティブ化
信号、ＴＡＣ信号、またはＤＲＸ信号を含んでいる、請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
　ワイヤレス通信ネットワークのユーザ機器におけるユーザ・プレーンからの制御プレー
ンのキャリア・アグリゲーション・ベースの分離の方法であって、基地局は、前記ユーザ
機器との通信接続をそれぞれセットアップするように構成されたマクロ基地局と、ピコ基
地局とを含む方法において、
　ｏ．前記ワイヤレス通信ネットワークから第１の表示を受信するステップと、
　ｐ．前記第１の表示の受信のすぐ後に、前記ユーザ機器が、
　　ｐ１．前記マクロ基地局のアップリンク許可を通じて送信されるべき第２のＭＡＣ　
ＣＥ信号よりも制御信号を優先するステップ、および前記マクロ基地局の前記残りのアッ
プリンク許可が、前記第２のＭＡＣ　ＣＥ信号にとって使用可能であるときに、第１のＲ
ＬＣ　ＰＤＵを形成し、前記第１のＲＬＣ　ＰＤＵをＭＡＣレイヤに対して送信するため
の前記第２のＭＡＣ　ＣＥ信号の前記許可の対応する部分を予約するステップであって、
前記第１のＲＬＣ　ＰＤＵが、前記制御信号を含み、または前記制御信号を含み、前記第
２のＭＡＣ　ＣＥのための前記許可の前記対応する部分を予約する、ステップ、そうでな
ければ、
　　ｐ２．前記ピコ基地局のアップリンク許可を通じて送信されるべきデータ部分よりも
前記第２のＭＡＣ　ＣＥ信号を優先するステップ、および前記第２のＭＡＣ　ＣＥ信号が
、前記ピコ基地局の前記アップリンク許可を通じて送信される必要がある場合、前記第２
のＭＡＣ　ＣＥ信号のための前記許可の対応する部分を予約し、第２のＲＬＣ　ＰＤＵを
形成し、前記第２のＲＬＣ　ＰＤＵを前記ＭＡＣレイヤに対して送信するステップと、
を含む、ＲＬＣ　ＰＤＵを生成するプロセスを開始するステップと、
　ｑ．前記第１のＲＬＣ　ＰＤＵおよび前記第２のＲＬＣ　ＰＤＵと、前記第２のＭＡＣ
　ＣＥ信号とからそれぞれ前記ＭＡＣレイヤにおける第１のＭＡＣ　ＰＤＵおよび第２の
ＭＡＣ　ＰＤＵを形成するステップ、および前記第１のＭＡＣ　ＰＤＵおよび前記第２の
ＭＡＣ　ＰＤＵを、それぞれ、前記マクロ基地局および前記ピコ基地局に対して送信する
ステップと
を含む方法。
【請求項５】
　前記マクロ基地局の前記残りのアップリンク許可が、前記制御信号の後に使用可能であ
り、また前記第２のＭＡＣ　ＣＥ信号が送信される場合、前記ステップｐ１は、
　前記データ部分が前記マクロ基地局の前記アップリンク許可を使用することが許される
かどうかに応じて論理チャネルの優先順位に従って前記データ部分を前記マクロ基地局の
前記アップリンク許可へとそれぞれ入れるステップ、および前記第１のＲＬＣ　ＰＤＵを
生成するステップと
をさらに含む、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記マクロ基地局と、前記ピコ基地局とは、Ｘ２インターフェースのＸ２信号を経由し
て互いに通信する、請求項４に記載の方法。
【請求項７】
　前記第２のＭＡＣ　ＣＥ信号は、ＢＳＲ信号であり、また前記ステップｑにおいて、前
記第１のＭＡＣ　ＰＤＵおよび／または前記第２のＭＡＣ　ＰＤＵは、それぞれ制御チャ
ネルおよび／またはデータ・チャネルのＢＳＲ情報を含んでいる、請求項４または５に記
載の方法。
【請求項８】
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　前記第１のＭＡＣ　ＰＤＵと、前記第２のＭＡＣ　ＰＤＵとは、Ｘ２インターフェース
を経由して前記マクロ基地局または前記ピコ基地局に対して、それぞれ、前記データ・チ
ャネルの前記ＢＳＲ情報を転送するように前記マクロ基地局に指示し、あるいは前記制御
チャネルの前記ＢＳＲ情報を転送するように前記ピコ基地局に指示する第１の転送表示情
報をさらに含んでいる、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記第１の転送表示は、論理チャネル・グループＩＤまたは論理チャネルＩＤである、
請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記第２のＭＡＣ　ＣＥ信号は、ＰＨＲ信号／拡張ＰＨＲ信号であり、前記ステップｑ
において、前記第１のＭＡＣ　ＰＤＵと、前記第２のＭＡＣ　ＰＤＵとは、それぞれ、前
記マクロ基地局および前記ピコ基地局のＰＨＲ情報を含んでいる、請求項４または５に記
載の方法。
【請求項１１】
　前記第２のＭＡＣ　ＣＥ信号は、ＰＨＲ信号／拡張ＰＨＲ信号であり、前記ステップｑ
において、前記第１のＭＡＣ　ＰＤＵまたは前記第２のＭＡＣ　ＰＤＵは、前記マクロ基
地局および前記ピコ基地局のＰＨＲ情報と、Ｘ２インターフェースを経由して、前記ピコ
基地局または前記マクロ基地局に対してそれぞれ、前記ピコ基地局の前記ＰＨＲ情報を転
送するように前記マクロ基地局に指示し、または前記マクロ基地局の前記ＰＨＲ情報を転
送するように前記ピコ基地局に指示する第２の転送表示情報とを含んでいる、請求項４ま
たは５に記載の方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、ワイヤレス通信の分野に関し、詳細には、ワイヤレス通信ネットワークの基
地局とユーザ機器とにおけるユーザ・プレーンからの制御プレーンのキャリア・アグリゲ
ーション・ベースの分離の方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　最近では、典型的に、より大きなカバレッジ・エリアを有するマクロ基地局と、比較的
より小さなカバレッジ・エリアを有するピコ基地局とが、今日、異機種ワイヤレス通信ネ
ットワークにおいて存在している。図１は、先行技術におけるネットワーク・アーキテク
チャの概略図１００を示すものであり、また明らかであり得るように、そのようなネット
ワーク環境においては、マクロ基地局１１０は、基礎となるネットワーク・カバレッジを
提供しており（図の中で点で描かれた背景によって示されるように）、またその一方では
、例えば、小電力におけるピコ基地局１２１、１２２、１２３および１２４（すなわち、
小さなネットワーク・カバレッジ・エリア（図の中で斜線によって示されるエリア）を有
する）は、より高速で可能なネットワーク・アクセスを提供する。このとき、マクロ基地
局と、ピコ基地局とに共通のカバレッジ・エリアの中に存在するユーザ機器は、それらの
両方に対する通信接続を同時にセットアップすることができるようになり、このことは、
ユーザ機器と２つのタイプの基地局とを最大限にまた最適に使用するためには、マクロ基
地局およびピコ基地局の使用を最適化して、どのように通信すべきかという問題をもたら
し得る。
【０００３】
　一般に、マクロ基地局は、典型的に、便利なモビリティ管理の観点から一次サービス・
セルとしての機能を果たし、このとき、ピコ基地局は、それに応じて、二次サービス・セ
ルとしての機能を果たす。このときに、ＲＲＣ信号は、マクロ基地局のスケジューリング
許可を通じて送信されることになり、またデータ部分は、ピコ基地局のスケジューリング
許可を通じて送信されることになる。したがって、一方では、マクロ基地局の上のスケジ
ューリング許可は、ＲＲＣ信号のために十分に使用されないこともあり、すなわち、マク
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ロ基地局の上の残りのスケジューリング許可は、他の信号にとって使用可能であり得るが
、従来では、マクロ基地局の上でＲＲＣ信号だけを送信させており、その結果、残りのス
ケジューリング許可は浪費されることになり、また他方では、あるタイプの重要な「制御
信号」、すなわちＭＡＣ　ＣＥ信号はまた、場合によってはマクロ基地局のスケジューリ
ング許可を通じて送信されることが望ましく、ピコ基地局のスケジューリング許可を通じ
たその送信は、Ｘ２インターフェースを経由した送信において遅延を受ける可能性があり
、これは、ワイヤレス・ネットワークの上の通信と、最適化された後続のスケジューリン
グとの両方に対して不都合であり得る。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　先行技術と、上記のように特定されたその技術的問題とを考慮して、本発明の第１の態
様は、ワイヤレス通信ネットワークの基地局におけるユーザ・プレーンからの制御プレー
ンのキャリア・アグリゲーション・ベースの分離の方法を提案しており、そこでは、基地
局は、ユーザ機器との通信接続をそれぞれセットアップするように構成されたマクロ基地
局とピコ基地局とを含んでおり、また本方法は、
　ａ．一次サービス・セルと、二次サービス・セルとして、それぞれ、マクロ基地局と、
ピコ基地局とを構成するステップと、
　ｂ．マクロ基地局の上のスケジューリング許可を通じて送信されるべき第１のＭＡＣ　
ＣＥ信号よりも制御信号を優先するステップと、
　ｃ．ステップｂにおいて、制御信号が送信された後のマクロ基地局の上の残りのスケジ
ューリング許可が、第１のＭＡＣ　ＣＥ信号にとって使用可能である場合、マクロ基地局
が、第１のＭＡＣ　ＣＥ信号を送信するステップと、そうでない場合に、マクロ基地局が
、ピコ基地局に対して第１のＭＡＣ　ＣＥ信号を送信するステップと、
　ｄ．ピコ基地局の上のスケジューリング許可を通じて送信されるべきデータ部分よりも
第１のＭＡＣ　ＣＥ制御信号を優先するステップと
を含む。
【０００５】
　本発明の方法は、基地局側においてマクロ基地局の上のスケジューリング許可の完全な
、また妥当な使用を行うことができる。
【０００６】
　本発明の一実施形態においては、ステップｃにおいて、制御信号と、第１のＭＡＣ　Ｃ
Ｅ信号とが送信された後のマクロ基地局の上の残りのスケジューリング許可が使用可能で
ある場合、残りのスケジューリング許可においてデータ部分が送信され、かつ／または冗
長部分（ｒｅｄｕｎｄａｎｃｙ）が満たされる（ｆｉｌｌ）ことがさらに好ましい。
【０００７】
　このようにして、マクロ基地局の上のスケジューリング許可の妥当なユーザは、ユーザ
・プレーンのデータ部分がマクロ基地局のスケジューリング許可を通じて送信されること
を可能にしながら、上記で説明されたように最大化され得る。
【０００８】
　本発明の一実施形態においては、第１のＭＡＣ　ＣＥ信号は、二次サービス・セルのア
クティブ化／非アクティブ化信号、ＴＡＣ信号、またはＤＲＸ信号を含んでいる。当業者
なら、第１のＭＡＣ　ＣＥ信号が、これらの３つのタイプの信号に加えて、他の適切なＭ
ＡＣ　ＣＥ信号とすることもできることを理解すべきである。
【０００９】
　本発明の第２の態様は、ワイヤレス通信ネットワークのユーザ機器におけるユーザ・プ
レーンからの制御プレーンのキャリア・アグリゲーション・ベースの分離の方法であって
、基地局は、ユーザ機器との通信接続をそれぞれセットアップするように構成されたマク
ロ基地局と、ピコ基地局とを含んでおり、また本方法は、
　ｏ．ワイヤレス通信ネットワークから第１の表示を受信するステップと、
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　ｐ．第１の表示の受信のすぐ後に、ユーザ機器が、
　　ｐ１．マクロ基地局のアップリンク許可を通じて送信されるべき第２のＭＡＣ　ＣＥ
信号よりも制御信号を優先するステップ、およびマクロ基地局の残りのアップリンク許可
が、第２のＭＡＣ　ＣＥ信号にとって使用可能であるときに、第１のＲＬＣ　ＰＤＵを形
成し、第１のＲＬＣ　ＰＤＵをＭＡＣレイヤに対して送信するための前記第２のＭＡＣ　
ＣＥ信号の許可の対応する部分を予約するステップであって、第１のＲＬＣ　ＰＤＵが、
制御信号を含み、または制御信号を含み、第２のＭＡＣ　ＣＥのための許可の対応する部
分を予約する、ステップ、そうでなければ、
　　ｐ２．ピコ基地局のアップリンク許可を通じて送信されるべきデータ部分よりも第２
のＭＡＣ　ＣＥ信号を優先するステップ、および第２のＭＡＣ　ＣＥ信号が、ピコ基地局
のアップリンク許可を通じて送信される必要がある場合、第２のＭＡＣ　ＣＥ信号のため
の許可の対応する部分を予約し、第２のＲＬＣ　ＰＤＵを形成し、第２のＲＬＣ　ＰＤＵ
をＭＡＣレイヤに対して送信するステップと、
を含む、ＲＬＣ　ＰＤＵを生成するプロセスを開始するステップと、
　ｑ．第１のＲＬＣ　ＰＤＵおよび第２のＲＬＣ　ＰＤＵと、第２のＭＡＣ　ＣＥ信号と
からそれぞれＭＡＣレイヤにおける第１のＭＡＣ　ＰＤＵおよび第２のＭＡＣ　ＰＤＵを
形成するステップ、および第１のＭＡＣ　ＰＤＵおよび第２のＭＡＣ　ＰＤＵを、それぞ
れ、マクロ基地局およびピコ基地局に対して送信するステップと
を含む方法を提供している。
【００１０】
　本発明の一実施形態においては、マクロ基地局の残りのアップリンク許可が、制御信号
の後に使用可能であり、また第２のＭＡＣ　ＣＥ信号が送信される場合、ステップｐ１は
、
　データ部分が、マクロ基地局のアップリンク許可を使用することが許されるかどうかに
応じて論理チャネルの優先順位に従って、データ部分をマクロ基地局のアップリンク許可
へとそれぞれ入れるステップ、および第１のＲＬＣ　ＰＤＵを生成するステップと
をさらに含む。
【００１１】
　本発明の一実施形態においては、マクロ基地局と、ピコ基地局とは、Ｘ２インターフェ
ースのＸ２信号を経由して互いに通信する。
【００１２】
　本発明の一実施形態においては、第２のＭＡＣ　ＣＥ信号は、ＢＳＲ信号であり、また
ステップｑにおいて、第１のＭＡＣ　ＰＤＵおよび／または第２のＭＡＣ　ＰＤＵは、制
御チャネルおよび／またはデータ・チャネルのＢＳＲ情報を含んでいる。
【００１３】
　本発明の一実施形態においては、第１のＭＡＣ　ＰＤＵと、第２のＭＡＣ　ＰＤＵとは
、Ｘ２インターフェースを経由してマクロ基地局またはピコ基地局に対して、それぞれ、
データ・チャネルのＢＳＲ情報を転送するようにマクロ基地局に指示し、あるいは制御チ
ャネルのＢＳＲ情報を転送するようにピコ基地局に指示する第１の転送表示情報をさらに
含んでいる。
【００１４】
　本発明の一実施形態においては、第１の転送表示は、論理チャネル・グループＩＤまた
は論理チャネルＩＤである。
【００１５】
　本発明の一実施形態においては、第２のＭＡＣ　ＣＥ信号は、ＰＨＲ信号／拡張ＰＨＲ
信号であり、またステップｑにおいて、第１のＭＡＣ　ＰＤＵと、第２のＭＡＣ　ＰＤＵ
とは、それぞれ、マクロ基地局およびピコ基地局とのＰＨＲ情報を含んでいる。
【００１６】
　本発明の一実施形態においては、第２のＭＡＣ　ＣＥ信号は、ＰＨＲ信号／拡張ＰＨＲ
信号であり、またステップｑにおいて、第１のＭＡＣ　ＰＤＵまたは第２のＭＡＣ　ＰＤ
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Ｕは、マクロ基地局およびピコ基地局のＰＨＲ情報と、Ｘ２インターフェースを経由して
、ピコ基地局またはマクロ基地局に対して、それぞれ、ピコ基地局のＰＨＲ情報を転送す
るようにマクロ基地局に指示し、またはマクロ基地局のＰＨＲ情報を転送するようにピコ
基地局に指示する第２の転送表示情報とを含んでいる。
【００１７】
　要約すれば、本発明による、基地局側とユーザ機器側とにおけるユーザ・プレーンから
の制御プレーンのキャリア・アグリゲーション・ベースの分離の方法は、ネットワーク全
体を通して妥当に構成される許可を有し、またマクロ基地局の上のスケジューリング許可
、ならびにユーザ機器の上のマクロ基地局のアップリンク許可の使用の効率を改善するこ
とができ、またさらに、制御信号（例えば、ＲＲＣ信号）は、マクロ基地局の上のスケジ
ューリング許可を通じてのみ送信され、またマクロ基地局の大きなカバレッジ・エリアと
、低い周波数とは、マクロ基地局を非常に信頼できるものにしており、またさらに、デー
タはまた、ピコ基地局の高い周波数スペクトル・リソースの上で送信されて、それによっ
てまたデータの送信レートを改善し、また他方では、ユーザ機器が、ピコ基地局の小さな
カバレッジ・エリアに頻繁に入り、また離れるときに、ハンド・オーバ・プロシージャ（
Ｈａｎｄ　Ｏｖｅｒ　ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ）は、開始される必要はなく、その結果、モビ
リティ管理は、影響を受けないことになる。さらに、制御すべき非常に重要なＭＡＣ　Ｃ
Ｅ信号はまた、マクロ基地局の上のスケジューリング許可を通じて送信されるように優先
されて、それによってＭＡＣ　ＣＥ信号の送信における遅延を低下させ、またその結果と
して全体のネットワークの動作効率を改善させる。
【００１８】
　本発明の他の特徴、目的および利点は、図面を参照して考慮される非限定的な実施形態
についての以下の詳細な説明の検討をするとすぐにより明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】先行技術におけるネットワーク・アーキテクチャの概略図１００である。
【図２】本発明による、ワイヤレス通信ネットワークの基地局におけるユーザ・プレーン
からの制御プレーンのキャリア・アグリゲーション・ベースの分離の方法２００を示す図
である。
【図３】本発明による、ワイヤレス通信ネットワークのユーザ機器におけるユーザ・プレ
ーンからの制御プレーンのキャリア・アグリゲーション・ベースの分離の方法３００を示
す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　同一の、または類似したデバイス（モジュール）またはステップは、図面全体を通して
同一の、または類似した参照番号によって示されるであろう。
【００２１】
　好ましい実施形態の以下の特定の説明は、本発明の一部分を構成する図面を参照して与
えられるであろう。それらの図面は、特定の実施形態を例示的に示しており、これらの実
施形態において、本発明は、実践される可能性がある。例示の実施形態は、本発明のすべ
ての実施形態を徹底的に検討し尽くすことを意図してはいない。理解され得るように、他
の実施形態が、可能なこともあり、あるいは構造的な修正形態、または論理的な修正形態
が、本発明の範囲を逸脱することなく行われる可能性がある。それゆえに、以下の詳細な
説明は、限定的であることを意図してはおらず、また本発明の範囲は、添付の特許請求の
範囲におけるように規定されるであろう。
【００２２】
　図１は、先行技術におけるネットワーク・アーキテクチャの概略図１００を示すもので
あり、またこの図は、節「本発明の背景」において説明されており、そのため、その反復
された説明は、ここでは省略される。
【００２３】
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　上記で特定されるように、先行技術と、その技術的問題とを考慮して、モビリティ管理
を保証する前提条件の上で、マクロ基地局のスケジューリング許可をフルに使用するため
に、またマクロ基地局と、ピコ基地局と、ユーザ機器との間の信号をよりスムーズに、ま
た便利に送信するために、本発明の第１の実施形態２００は、ワイヤレス通信ネットワー
クの基地局におけるユーザ・プレーンからの制御プレーンのキャリア・アグリゲーション
・ベースの分離の方法を提案しており、ここで基地局は、ユーザ機器１３０との通信接続
をそれぞれセットアップするように構成されたマクロ基地局１１０と、ピコ基地局１２１
、１２２、１２３および１２４とを含んでおり、また本方法は、
　最初に、ステップ２１０において、マクロ基地局と、ピコ基地局とは、それぞれ、一次
サービス・セル（Ｐセル（Ｐｃｅｌｌ））と、二次サービス・セル（Ｓセル（Ｓｃｅｌｌ
））としてそれぞれ構成されており、
　次いで、ステップ２２０において、制御信号は、マクロ基地局の上のスケジューリング
許可を通じて送信されるべき第１のＭＡＣ　ＣＥ信号よりも優先されており、
　次に、ステップ２３０において、制御信号がステップ２２０において送信された後のマ
クロ基地局の上の残りのスケジューリング許可が、第１のＭＡＣ　ＣＥ信号にとって使用
可能であるかどうかが、決定され、またそうである場合、マクロ基地局は、第１のＭＡＣ
　ＣＥ信号を送信し、そうでない場合には、マクロ基地局は、第１のＭＡＣ信号をピコ基
地局に対して送信し、またピコ基地局は、第１のＭＡＣ信号を送信し、また
　最後に、ステップ２４０において、第１のＭＡＣ　ＣＥ制御信号は、ピコ基地局の上の
スケジューリング許可を通じて送信されるべきデータ部分よりも優先される。第１のＭＡ
Ｃ　ＣＥ信号が、マクロ基地局から送信される場合、第１のＭＡＣ　ＣＥ信号は、伝送の
ためのスケジューリング許可のＭＡＣ　ＰＤＵへと入れられるように優先され、また次い
で、正規のデータ部分は、伝送のためのスケジューリング許可のＭＡＣ　ＰＤＵへと入れ
られるが、第１のＭＡＣ　ＣＥが、マクロ基地局のスケジューリング許可を通じて伝送さ
れている場合、データ部分だけが、ピコ基地局のスケジューリング許可を通じて送信され
ることになる。
【００２４】
　この実施形態においては、制御信号は、マクロ基地局のスケジューリング許可を通じて
送信され、またデータ部分は、ピコ基地局のスケジューリング許可を通じて送信される。
しかしながら、実際のアプリケーションにおいては、マクロ基地局の上の残りのスケジュ
ーリング許可は、制御信号（例えば、従来のＲＲＣ信号）の後にアイドル状態であること
もあり、また第１のＭＡＣ　ＣＥ信号は、スケジューリング許可の中に入れられ、またこ
のときに、残りの許可は、完全に、また妥当に使用されないことになり、このようにして
マクロ基地局の上のスケジューリング許可を浪費している。この状況が発生するのを回避
するために、本発明の一実施形態においては、ステップ２３０において、マクロ基地局の
上の残りのスケジューリング許可が、制御信号（例えば、従来のＲＲＣ信号）の後に留ま
り、また第１のＭＡＣ　ＣＥ信号が送信される場合、データ部分が送信され、かつ／また
は冗長部分が残りの許可に満たされる。
【００２５】
　このようにして、マクロ基地局の上のスケジューリング許可の妥当な使用は、当業者に
とって望ましいように最大にされる可能性がある。さらに、第１のＭＡＣ　ＣＥ信号は、
マクロ基地局の上の許可が、または十分な許可が、マクロ基地局の上の第１のＭＡＣ　Ｃ
Ｅ信号の送信にとって使用可能でない場合だけに、先ずピコ基地局に対して転送され、ま
た次いで、ピコ基地局の上のスケジューリング許可を通じて送信されることになり、また
これは、第１のＭＡＣ　ＣＥ信号のできる限りタイムリーな送信を保証して、それによっ
てワイヤレス通信ネットワーク全体を通して構成の効率を改善することができる。
【００２６】
　本発明の一実施形態においては、第１のＭＡＣ　ＣＥ信号は、二次サービス・セルのア
クティブ化／非アクティブ化信号、ＴＡＣ信号、またはＤＲＸ信号を含んでいる。当業者
なら、ここで述べられる第１のＭＡＣ　ＣＥ信号が、これらの３つのタイプの信号に加え
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て、他の適切な任意のＭＡＣ　ＣＥ信号とすることもできることを理解すべきである。
【００２７】
　基地局側における上記の最適化に加えて、最適化はまた、ユーザ機器側において必要で
あることもあり、そのため、図３に示されるような本発明の別の実施形態が、ワイヤレス
通信ネットワークのユーザ機器におけるユーザ・プレーンからの制御プレーンのキャリア
・アグリゲーション・ベースの分離についての本発明３００による方法を提案しており、
ここで、基地局はまた、ユーザ機器との通信接続をそれぞれセットアップするように構成
されたマクロ基地局と、ピコ基地局とを含んでおり、また図３に示されるように、本方法
は、以下のステップを含んでおり、すなわち、
　最初にステップ３１０において、第１の表示は、ワイヤレス通信ネットワークから受信
され、ここで、ここの第１の表示は、ユーザ・プレーンからの制御プレーンの分離につい
てユーザ機器を可能にする表示情報とすることができ、例えば、ユーザ機器が、ピコ基地
局と、マクロ基地局とのカバレッジ・エリアのオーバーラップするエリアに入るときに、
基地局側は、ユーザ・プレーンからの制御プレーンの分離のための条件が満たされること
をユーザ機器に通知し、またユーザ・プレーンから制御プレーンを分離するようにユーザ
機器に指示する表示情報を送信し、
　次いでステップ３２０において、ユーザ機器は、第１の表示の受信のすぐ後に、ＲＬＣ
　ＰＤＵを生成するプロセスを開始し、ここでこのステップは、以下のサブステップを、
すなわち、
　サブステップ１：制御信号が、マクロ基地局のアップリンク許可を通じて送信されるべ
き第２のＭＡＣ　ＣＥ信号よりも優先され、また、マクロ基地局の残りのアップリンク許
可が、第２のＭＡＣ　ＣＥ信号にとって使用可能であるときに、許可の対応する部分は、
第２のＭＡＣ　ＣＥ信号が、第１のＲＬＣ　ＰＤＵを形成し、また第１のＲＬＣ　ＰＤＵ
をＭＡＣレイヤに対して送信するために予約され、第１のＲＬＣ　ＰＤＵは、制御信号を
含んでおり、あるいは制御信号を含み、また第２のＭＡＣ　ＣＥについての許可の対応す
る部分を予約しており、そうでない場合には、
　サブステップ２：また第２のＭＡＣ　ＣＥ信号は、ピコ基地局のアップリンク許可を通
じて送信されるべきデータ部分よりも優先され、また第２のＭＡＣ　ＣＥ信号が、ピコ基
地局のアップリンク許可を通じて送信される必要がある場合、許可の対応する部分は、第
２のＭＡＣ　ＣＥ信号のために予約され、また第２のＲＬＣ　ＰＤＵは、形成され、また
ＭＡＣレイヤに対して送信される
を含むことができ、
　最後に、ステップ３３０において、第１のＭＡＣ　ＰＤＵと、第２のＭＡＣ　ＰＤＵと
は、第１のＲＬＣ　ＰＤＵおよび第２のＲＬＣ　ＰＤＵと、第２のＭＡＣ　ＣＥ信号とか
らそれぞれＭＡＣレイヤにおいて形成され、またそれぞれマクロ基地局と、ピコ基地局と
に対して送信される。
【００２８】
　同様に、この実施形態においては、制御信号は、マクロ基地局のアップリンク許可を通
じて送信され、またデータ部分は、ピコ基地局のアップリンク許可を通じて送信される。
しかしながら、実際のアプリケーションにおいては、マクロ基地局の上の残りのアップリ
ンク許可は、制御信号（例えば、従来のＲＲＣ信号）の後に、アイドル状態である可能性
があり、また第２のＭＡＣ　ＣＥ信号は、アップリンク許可に入れられ、またこのときに
、残りの許可は、完全に、また妥当に使用されないことになり、このようにしてマクロ基
地局の上のアップリンク許可を浪費している。この状況が起こるのを回避するために、本
発明の一実施形態においては、ステップ３２０において、マクロ基地局の上の残りのアッ
プリンク許可が、制御信号（例えば、従来のＲＲＣ信号）の後に使用可能であり、また第
２のＭＡＣ　ＣＥ信号が、送信される場合、データ部分が送信され、かつ／または冗長部
分が残りの許可に満たされる。
【００２９】
　このようにして、マクロ基地局の上のアップリンク許可の妥当な使用は、当業者にとっ
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て望ましいように最大にされる可能性がある。さらに、第２のＭＡＣ　ＣＥ信号は、マク
ロ基地局の上の許可が、または十分な許可が、マクロ基地局の上の第２のＭＡＣ　ＣＥ信
号の送信にとって使用可能でない場合だけに、先ず、ピコ基地局に対して転送され、また
次いで、ピコ基地局の上のスケジューリング許可を通じて送信されることになり、またこ
れは、第２のＭＡＣ　ＣＥ信号のできる限りタイムリーな送信を保証して、それによって
ワイヤレス通信ネットワーク全体を通して構成の効率を改善することができる。
【００３０】
　本発明の一実施形態においては、マクロ基地局の残りのアップリンク許可が、制御信号
の後に使用可能であり、また第２のＭＡＣ　ＣＥ信号が、送信される場合、ステップ３２
０のサブステップ１は下記を含む。
　データ部分が、マクロ基地局のアップリンク許可の使用を許されるかどうかに応じて、
論理チャネルの優先順位に従ってマクロ基地局のアップリンク許可へとそれぞれ入れられ
、また第１のＲＬＣ　ＰＤＵが生成される。
【００３１】
　本発明の一実施形態においては、マクロ基地局と、ピコ基地局とは、Ｘ２インターフェ
ースのＸ２信号を経由して互いに通信する。
【００３２】
　さらに、本発明の一実施形態においては、第２のＭＡＣ　ＣＥ信号は、ＢＳＲ信号とす
ることができ、またステップ３３０において、第１のＭＡＣ　ＰＤＵおよび／または第２
のＭＡＣ　ＰＤＵは、制御チャネルおよび／またはデータ・チャネルのＢＳＲ情報を含ん
でいる。ここで、組合せにおけるスキームの４つの可能性のある組合せが、存在しており
、また第１のＭＡＣ　ＰＤＵが、制御信号だけのＢＳＲ信号を含んでおり、また第２のＭ
ＡＣ　ＰＤＵが、データ・チャネルだけのＢＳＲ信号を含んでいる場合のスキームの組合
せのうちの１つにおいて、それらは、それぞれマクロ基地局と、ピコ基地局とに対して送
信される。
【００３３】
　上記の実施形態においては、第１のＭＡＣ　ＰＤＵまたは第２のＭＡＣ　ＰＤＵが、制
御チャネルと、データ・チャネルとのＢＳＲ情報を含む場合、これは、すべてのＢＳＲ情
報（すなわち、制御チャネルと、データ・チャネルとについての）が、マクロ基地局また
はピコ基地局によって受信されることになることを意味しており、またこのときに、その
ような一実施形態においては、第１のＭＡＣ　ＰＤＵと、第２のＭＡＣ　ＰＤＵとは、Ｘ
２インターフェースを経由してマクロ基地局またはピコ基地局に対してそれぞれ、データ
・チャネルのＢＳＲ情報を転送するようにマクロ基地局に指示し、または制御チャネルの
ＢＳＲ情報を転送するようにピコ基地局に指示する第１の転送表示情報をさらに含んでい
る。具体的には、本発明の一実施形態においては、第１の転送表示は、論理チャネル・グ
ループＩＤ、または論理チャネルＩＤである。
【００３４】
　本発明の一実施形態においては、第２のＭＡＣ　ＣＥ信号は、ＰＨＲ信号／拡張ＰＨＲ
信号であり、またステップ３３０において、第１のＭＡＣ　ＰＤＵと、第２のＭＡＣ　Ｐ
ＤＵとは、それぞれマクロ基地局と、ピコ基地局とのＰＨＲ情報を含んでおり、またこの
ときに、マクロ基地局と、ピコ基地局とのＰＨＲ情報は、それぞれ対応するマクロ基地局
と、ピコ基地局とに対して送信されるであろう。このようにして、マクロ基地局と、ピコ
基地局との電力情報は、マクロ基地局が、ピコ基地局の電力情報をピコ基地局に対して転
送し、またはピコ基地局が、マクロ基地局の受信された電力情報を対応する基地局に対し
て転送する後続の転送プロセスなしにそれぞれ送信されるであろう。
【００３５】
　本発明の一実施形態においては、第２のＭＡＣ　ＣＥ信号は、ＰＨＲ信号／拡張ＰＨＲ
信号とすることができ、またステップ３３０において、第１のＭＡＣ　ＰＤＵまたは第２
のＭＡＣ　ＰＤＵは、マクロ基地局と、ピコ基地局とのＰＨＲ情報を含んでおり、またこ
のときに、上記のＢＳＲ情報のように、ピコ基地局またはマクロ基地局によって受信され
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るべきＰＨＲ情報は、そのピコ基地局、またはマクロ基地局によって受信されることにな
り、またこのときに、第２の転送表示情報は、Ｘ２インターフェースを経由してピコ基地
局またはマクロ基地局に対して、それぞれ、ピコ基地局のＰＨＲ情報を転送するようにマ
クロ基地局に指示し、またはマクロ基地局のＰＨＲ情報を転送するようにピコ基地局に指
示するために含まれるであろう。
【００３６】
　要約すれば、基地局側と、ユーザ機器側とにおけるユーザ・プレーンからの制御プレー
ンのキャリア・アグリゲーション・ベースの分離についての本発明の方法は、ネットワー
ク全体にわたって妥当に構成される許可を有し、またマクロ基地局の上のスケジューリン
グ許可、ならびにユーザ機器の上のマクロ基地局のアップリンク許可についての使用の効
率を改善することができ、またさらに、制御信号（例えば、ＲＲＣ信号）は、マクロ基地
局の上のスケジューリング許可を通じてだけ送信され、またマクロ基地局の大きなカバレ
ッジ・エリアと、低い周波数とは、マクロ基地局を非常に信頼できるものにしており、ま
たさらに、データはまた、ピコ基地局の高周波数スペクトル・リソースを通じて送信され
て、それによってデータの送信レートを改善させてもおり、また他方では、ユーザ機器が
、ピコ基地局の小さなカバレッジ・エリアに頻繁に入り、また離れるときに、ＨＯプロシ
ージャは、開始される必要はなく、その結果、モビリティ管理は、影響を受けないことに
なる。さらに、制御することが非常に重要なＭＡＣ　ＣＥ信号はまた、マクロ基地局の上
のスケジューリング許可を通じて送信されるように優先付けられて、それによってＭＡＣ
　ＣＥ信号の送信における遅延を低下させ、またその結果として、全体のネットワークの
動作の効率を改善させる。
【００３７】
　当業者なら、本発明は、明らかに、上記の例示の実施形態だけに限定されないことにな
り、また本発明の趣旨または本質を逸脱することなく、他の特定の形態で具現化され得る
ことを理解すべきである。それに応じて、それらの実施形態は、いずれにしても例示的で
あり、また非限定的なものであるように解釈されるべきである。さらに、明らかに、用語
「備えている／含んでいる（ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）」は、別の要素（単数または複数）
あるいはステップ（単数または複数）を除外することにはならず、また用語「１つの（ａ
）」または「１つの（ａｎ）」は、複数形を除外することにはならない。装置請求項にお
いて述べられる複数の要素は、代わりに、単一の要素として具現化されることもある。用
語「第１の（ｆｉｒｓｔ）」、「第２の（ｓｅｃｏｎｄ）」などは、名前を指定すること
を意図しているが、特定のどのような順序を示唆することも意図してはいない。
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